
ハ ン ガリ ー 政府 の 移民改発とア メ リカ合衆国 の ハ ンガリ ー

系移民

山本明代

序論

ハ ン ガリ ー 王国からア メリカ 合衆国に 向けて ､ 1 8 7 0 年代 から第 1 次大戦に至 るまで に3 0 0 万人

以上が大西洋 を渡 っ た
(1)
｡ 移民 の大半は借財の返済､ 蓄財を目的と して 単身で渡航 し､ 急速な工

業発展を果た した合衆国にお い て非熟練労働に就 い た｡ 彼 らは通常数度に渡 っ て移民 を繰り返 し､

そ の三分の 二余りが第
一

次大戦までに帰国 した｡ 最終的に合衆国に定住 した者も多くが当初か ら

移住を目的と して いた釈 では なか っ た｡ 彼らに定住を選択させたの は ､ 果 た して雇用機会と高賃

金 とい う経済的な理由だけであ っ :た の か ｡

ハ ン ガリ ー

農村か らの 人 口流 出が顧著に な っ た1 8 9 0 年代 ､ 移民の 原因と人 口統計学上の影響調

査が経済学者､ 統 計学者 に よ っ て着手され た｡
(2)
それ に先駆けて ､ 既 に移民を多く輩出 して い た

諸県か らは移民の 規制 を求め る声が上が っ て いた｡ 各界か らの移民 を巡 る議論 の高まり は ､
1 9 0 3

年移民法の 制定に よ っ て
一

応 の 決着を見 る o しか し､ 政府は極秘に もう 1 つ の 移民政策である ア

メ リカ ン ･ ア ク シ ョ ン を立案､ 推進 して い た｡

従来 の ハ ン ガリ ー

に おける移民研究は ､ こ の アメ リカ ン ･ ア ク シ ョ ン と移民法の 二 つ の政策を

異なる文脈にお い て位置付 けてセ

る移民集団の 教会活動の 分裂を

して分析 して い る
(4)
o 本稿で は ､

に よ っ て ､ 二 つ の 移民政策の 意

.

ー o プ シ ュ カ
ー

シ ュ はア メリカ ン ･ ア ク シ ョ ン を合衆国にお け

＼た要因と して
(3)
､ テ ズ ラは移民 の 帰国に影響を与えた要因と

艇転換期 ハ ン ガリ
ー

における移 民問題を巡 る議論を辿る こ と

明らか に し､ その 政策が合衆国 の ハ ン ガリ
ー 系移民に どの よ

うな影響を与えた のか を考察し潅 い o

まず勧 めに ､ 世紀転換期 ハ ン ガリ
ー 王 国からア メリカ合衆国 - の移民の輩出地域と移民の 特徴

を概観 したい ｡ こ の 時期の 移民 の約 三分の

プ レ ー ン県､ アバ ウイ
- トル ナ

占められて い 1 9 に は､

が集中 した地域は ､ トラ ン ス ダ

ベ レ グ

の 8 2 .

プ地

ミj

ヾゝ

3

部八県､ シ ヤ ー

ロ シ ュ 県､
セ ペ シ ュ 県､ ゼ ム

求) i , シ ョ ド県､ ゲメ1 i
, -

キ シ ュ ホ ン ト県出身者で

防

ま

出身者で あ っ た
(5)
o 北東部以外に移民

レ - ム 県､ ･ヰ ラン シ ル ヴァ ニ ア地方で

はナ ジ ー クク ッ レ
一

県､ ク ロ アチア では ザグ レ
ー ブ県であ っ たo こ れらの地域に共通する特徴は ､

国の 周辺部に位置 し､ 農業以外 の経済活動 に よる収入がア ル フ ェ ル ドの平野部に比 して より大き
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な割合を占めて い た点で ある
(6)
0

ハ ン ガリ
ー

王国からの 移民の最大 の特徴 臥 多様な言語を母語とす る国の 住民構成を反映 し､

異なる母語を有す る人々 が存在 した点 にあるo 彼 らは ､ 合衆国 へ の移民後に複数の エ ス ニ ッ ク集

団を形成 した(7) o 1 8 9 9 年 か ら1 9 1 3 年 の移民の 母語別割合で 臥 ス ロ ヴァ キア 語を母語とする人々

が最も多く2 6 ･ 8 % ､ マ ジ ャ
ー

ル 語を母語とす る人々 が2 6 ･ 3 % を占めて い た(8) o それに続 いた のが
､

ク ロ ア チ ア語 ･

ス ロ ヴュ ニ ア語を母語とする人々 (1 6 ･ 6 % ) ､ ドイツ語を母語とする人々 ( 1 5 . 0 % ) ､

ル
ー

マ ニ ア語 を母語とする人々 ( 6 ･ 9 % ) ､ ル テ ニ ア語を母語とする人 々 ( 2 . 1 0/.) であ っ たo 人

口に比 して ､ ス ロ ヴァ キア 語を 母語とす る人々 が 大きな割合を占めて い たの 札 彼 らが移民を多

く輩出 した北東部地域に居住 して い たこ と に よるo 男女別割合では ､ 1 8 9 9 年か ら1 9 1 0 年 まで男性

が平均7 0 % を占め て い たが ､ 翌年から女性が 5 割 に迫り ､ 1 9 1 3 年に は逆転 した ｡ 女性 の 増加は合

衆国 へ の 定住 を選択 した者に よる家族 の呼び寄せに起因 した｡ 年齢別 では ､ 2 0 歳から3 9 歳まで の

移民が全体の 7 0 % 以上 を占めて い たo 1 9 0 5 年か ら1 9 0 7 年まで の職業別割合では ､ 農業補助労働者

が5 5 % ､ 独立自営農民 ､ 工業補助労働者､ 失喪者 ･

日雇労働者が各々 1 1 % を占めて い た(9, 0

以上世紀転換期 ハ ン ガリ ー 王 国からの移民の特徴を概観 したが ､ こ の ような国外 へ の大量な人

口流出に ハ ン ガリ ー の 社会 ､ 政府は どの ような反応 を示 し､ アメリカ合衆 国の移民に どの ような

影響を与えようと した の か ｡ 第 1 章で は ハ ン ガリ ー 政府 の移民政策を分析 し､ 第 2 章で は ハ ン ガ

リ ー

政府の移民政策の影響を教会活動､ 学校､ 移民新聞を通 して探り ､ 移民の 帰国 しない理由を

考察する こ と によ っ て
､ 政府 の意図と移民の選択 の髄酷を明らか に したい ｡
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囲 1 ハ ン ガ リ ー 王 国か ら ア メ リ カ 合衆 国 へ の 移 民 1 8 7 1 1
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表 1 ハ ン ガリ ー 王国から海外 - の移民 1 8 7 ト1 91 3 年
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表 2 ア メ リカ合衆国 - の移民に対す る帰国者の割合

年 移民に対する婦餅の雛(%) 年 移放射る鯛者の割合(%)

1 8 9 9 1 4 . 4 1 9 0 7 2 6 . 0 ､

1 9 0 0 1 7 . 8 1 9 0 8 9 6 . 3

1 9 0 1 1 5 . 7■ 1 9 0 9 1 4 . 9

1 9 o 2 1 8 . 5 1 9 1 0 2 6 . 7

1 9 0 3 3 0 . 8 1 9 1 1 5 0 . 0

1 9 0 4 2 1 . 4 1 91 2 2 2 . 8

1 9 0 5 1 0 . 5■ 1
■
9 1 3 2 1 . 9

1 9 0 6 1 6■. 8

典拠 : P u sk a s 血1i an n a , o p a
r

t . ,p .6 9 .
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第1 章 - ン ガ リ ー 政府 の移民改策

第1 節 移民 を巡 る議論

世紀転換期 ハ ンガ リ ー

にお ける移民政策は
､ 移民輩出の端緒をな した上部 ハ ンガリ ー 諸県か ら

の移民規制 の要望 に対 して着手 された｡ そ の 後､ 移民数 の急増は ､ 経済界 ､ 政界にお ける議論 へ

と発展 し､ 政府は1 9 0 3 年に移民法を制定 した ｡ 本章で は
､ 初期 の法的規制 ､ 移民を巡 る各界 の 議

論を分析 し､ 続い て移民法 ､ 並 びにそ の 間時期に極秘 に立案､ 推進され たア メ リカ ン ･ ア ク シ ョ

ン の両故策に つ いて 考察 したい o

1 8 8 0 年国会にお い て ､ 北東部 の 県代表 が増加する移民に対す る法的規制を求めた｡ 大土地所有

者層の利害を反映 した こ の要望は ､ 移民を意図する着 から自由な移動と職業選択権を剥奪す る こ

とに よ っ て移民 の増加 防止 を求 め るも の で あ っ た(
1 0)
｡ それ に対 して ､ テ ィ サ ･ カ ー ル マ - ン を

首相とする自由党内閣は ､ 移動 の 自由は基本権の
一

部で あると して 県か らの 移民禁止 の要望を退

け､ 移民を誘引する斡旋人 に対する法的規制を行っ た｡ 1 8 8 1 年に制定された法令 ｢移民斡旋人 に

つ い て+ は ､ 移民斡旋業を許可制に し､ 内務省 の 管理下に置く こ と を定めた
(l l)

｡

●

しか し､ こ の

政府 の措置に不満を持 っ た諸県 は ､ 国会にお ける賛同者を得て ､ さらなる移民規制を要求した｡

1 8 8 6 年政府 は移民条例 を施行 し､ 旅券を携帯 しない 移民の送還 ､ 禁 臥 罰金 を定め ､ 大土地所有

者層を中心とする諸県代表の利害に応えた
(1 2)

0

世紀転換後 ､ 経済界 の各利益代表組織が移民防止 を求める世論の 形成に着手 した ｡ 全国 ハ ン ガ

リ ー

経済協会は ､ 1 9 0 2 年に国内 4 ケ 所にお い て移民によ る ハ ン ガリ ー 経済 - の影響を議論する移

民大会を開催 した(
13)
.
ハ ンガ リ ー 工 業家全 国連盟も同様 に移民大会を開催 し､ 移民の 原因と防

止策を議論した ｡ 彼 らも大土地所有者層と 同様に人 口流出に よ る国内の 安価な労働力 の喪失に対

して危機感を抱 い て い たが ､ 両者の利害は異なるも の で あっ た ｡ 大土地所有者層は ､ 労働力 を充

分に吸収できない 国内工 業の後進性 が移民 を起因させ て い ると主張 した｡ それ に対 して ､ 経済界

の利益代表組織は ､ 限嗣相続を始めとする ハ ンガリ ー 農業内部の諸問題 に移民 の原因を帰した
(14)

0

次に ､ 与党自由党以外 の各政党､ 政治集団 の移民問題に対する議論を分析 したい ｡ 独立党は 移

民の 増加 にハ ンガリ ー 国民形成 の危機を見 ､ 政府 の移民問題に対する無策を非難 した. 周 党内に

は ､ ガリツイ ア からの 人 口 流入が マ ジャ ー ル 語母語人口の 国外流出を招い て い ると見 なした民族

主義的な勢力 も存在 した
(15)

o それ に対 して ､ 雑誌 『ニ○世紀( H u s z a dik S 2:丘z ad)』 に結集 した

ブル ジ ョ ワ急進主義勢力は､ 移民が ハ ンガリ
ー

国民の破壊に繋がる い う独立党の議論を批判 し､

ハ ン ガリ ー 社会構造の 後進性､ 特にそれを象徴する大土地所有制に移民問題 の根があると した(16) 0
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社会民主党は ､ 残存す る封建的な太土地所有制度に よる ハ ン ガ リ ー

経済､ 社会構造 の後進性 に加

えて ､ ハ ン ガ リ ー とア メ リカ合衆国と の貸金格差 を移民原 因と して指摘 した(1 7) ｡ そ して ､ 移民

には賛同せず と しながらも､
アメ リカにお い て政治的経験を積んだ人々 が帰国後に普通選挙権獲

得運動､ 国政 の民主化に貢献す る こ と - の期待を表 明した(1 8) o

世紀転換期 の ハ ン ガリ ー

における移民を巡る議論は ､ 国内労働力流出の 指摘に留まらず､ 社会

階層間 の対立とハ ン ガリ ー 国民形成の意図を浮上 させ ､ 社会構造 へ の 批判 - と至 るもの であ っ た ｡

それ 臥 まさに 当時の ハ ン ガリ ー 社会 の経済的､ 政治的状況 を映 し出 して いたと言えるo そ して ､

大土地所有者層､ 経済界 ､ 各政 新 政治集団 による移民問題 に関する議論は ､ 1 9 0 碑 の移民法案

の 国会提 出に よ っ て具体的な方策を検討する方向 へ と移っ た ｡

第2 節 移民法の制定

1 9 0 2 年1 1 月 ､ 移民法案が国会に提出された` 19 ' o 審議 の過程 では ､ 移動の 自由を尊重す る市民

権の見地と送金に よる経済効果を鑑み ､ 移民の禁止 で はなく ､ 規制 ･ 制 限す るための 方策が探ら

れ ､ 旅券の携帯義務づ けの強化が確課されたo さらに ､ 移民問題の解決 の ために ､ そ の原 因の 分

析と共に ､ 雇用機会の 増加 ､ 地方行政 ､ 税 臥 土地 ､ 兵役制度改革の 必 要性が指摘された｡ また ､

移民保護の観点 から合衆 国 へ の視察官の派遣､ 公的事務所 の 設置が提案された ｡ 独立党議員は ､

愛国的な ハ ン ガリ ー

国民をパ ン ･

ス ラ グ主義 ､ 社会主義か ら守り ､ 帰国を促進させ る
一

方､ それ

らの 運動の扇動者の帰国を防止す るための対策の 必要性を訴 えた｡

1 9 0 3 年 1 月 に制定された移民法は ､ 移民許可 へ の 条件づ けを行 い ､ 兵役義務対象者 ､ 1 5 歳以下

の 子供を残 して移民する親､ 所持金がない 者､ 渡航費を前借 りする者の 移民を禁じた(
20 ,
｡ さら

に ､ 移民斡旋人 ･

業者の 活動も制限 し､ 国内経済の発展､ 移民管理 の見地か ら出国港 を国内の フ

ィ ウメ に 限定 した`2 1) o しか し､ 移民法に よ る規制は実際に効力を発挿 したとは言 えなか っ た｡

その後も旅券を携帯せず ､ 斡旋人 ･ 業者の 手引きに よ っ て移民す るもの は絶えなか っ た｡ また ､

出国港 の 限定は ､ 政府に よ る移民奨励の風説を生み ､ 移民を誘引する結果とな っ た(22) ｡ 国会に

おける議論に比 して ､ 移民法は妥協的な対策を講 じるの に留ま っ た｡

第 3 節 ア メリカ ン ･ アク シ ョ ン

アメリカ ン ･ アクシ ョ ンは ､ 移民法制定と同時期19 0 3年 1 月 に極秘に立案された｡ そ の 目的は､

反 ハ ブ ス ブルク帝国的なプロ パ ガン ダ､ パ ン ･ ス ラ グ主義､ ア メリカ ニ ゼ -

シ ョ ン の影響か ら合
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衆国における 王国から の移民を護る と共 に ､ 移民 の中から マ ジ ャ
ー ル 語を母語とす る者の み の 帰

国を促進する こ と に あ っ た
`

( 2 3)
0 1 9 世紀後 半以 降､ ハ ン ガリ ー 政府は 国内にお い て ハ ンガ リ

ー

化

政策を推進 して い た. 1 9 0 0 年の人 口競計は マ ジャ ー ル 語母語人 口が初めて 国民 の過半数に達 した

こ とを示 した(
24)
｡ 改府 は ､ 将来 に渡っ て マ ジャ ー ル藷母語人 口 を維持す るた め に ､ 彼 らの 流出

防止 を重要課題 で ある と見な したo こ の ような意図か ら､ アメ リカ ン ･ ア ク シ ョ ン は ､ マ ジャ
ー

ル語 を母語とす る移民 ､ 非 マ ジャ ー ル語 を母語とする移民別 に対策が請 じられ るこ とに なっ た｡

具体的 には ､ ア メリカ 合衆 国における移民集団 の教会 ､ 学校 ､ 新聞 - の 資金提供と聖職者､ 教

師 の派遣を通 して遂行され た｡ 各宗派 の 中でもカ ル ヴァ ン 派教会が最も有力な資金提供先と見 な

された｡ 政府は ､ 合衆国 の ハ ン ガリ
ー

系カ ル ヴァ ン派教会信徒団がア メリカ の プ ロ テ ス タ ン ト教

会に帰属する の で はなく ､ 独自 の ハ ン ガリ ー

教区を形成するた め の支援を - ンガリ ー の カ ル ヴァ

ン 派教会に求 めた｡ ロ ー マ ･

カ トリッ ク教会に つ い て は ､ 組織の特徴からア ク シ ョ ン の浸透は よ

り困難で あると 見なされた ｡ そ こ で ､ ル ー

マ ニ ア ン ･ ア ク シ ョ ン
(25)
にお い て貢献したセ ペ シ ュ

教区の ス ム レチャ
ー ニ ･ パ ー ル 司教に聖職者委員会の 組織化 を依頼 した｡ 聖職者委員会には東方

帰
一

教会
(26) も加わり ､ 合衆国の 移民教会に属する聖職者を許可制 にす ると共に ､ ｢ 愛国的な+

聖職者を派遣 し､ パ ン ･ ス ラ グ主義の扇動者と見なされた聖職者の 置換が試みられた｡ 派遣する

聖職者には ､ ハ ンガリ
ー 系移民信徒団をス ロ ヴァ キ ア系教会か ら分離させ ､ 非 マ ジャ ー ル語 を母

語とする移民 - の パ ン ･

ス ラ グ主義の影響を排除す る役割が付与され た｡

さらに ､ 政府 は教会付属 マ ジ ャ ー ル語学校 - の教師派遣 を支援 し､ 教師の 貸金 ･ 退職金を提供

した(
2 7)
｡ 非 マ ジャ ー ル 語学校に は ｢ 愛国的な+ 教科書の 送付 が決 定された ｡ 合衆国 の移民新聞

に対 して は ､ ハ ン ガリ ー - の ｢愛国心+ を維持､ 高揚させ るため の 記事の掲載を求め ､′特に マ ジ

ャ
ー ル語新聞に対 して は帰国を呼び かける記事掲載の ため重点的な資金提供がなされた｡

アメリカ ン ･ ア ク シ ョ ン は秘密裏に遂行される はずが､ ア メ リカ の新聞に おい て公表され ､ 外

交上の 問題に発展 した. しか し､ こ の計画自体は第
一

次大戦終了時 まで継続されたf
28)
0

第 2 章
､

アメリカの ハ ン ガリ ー 系移民

第 1 節 ハ ン ガリ
ー

系教会と マ ジャ
ー ル 語学校

本章で 臥 ア メリカ合衆国における ハ ン ガリ
ー

系移民教会､ マ ジャ ー ル帯学校､ マ ジャ
ー

ル 語

新聞 - の アメ リカン ･ アク シ ョ ン による影響と定住を選択 した者の 帰国 しない 理由を分析する こ

とに よ っ て ､ ハ ンガリ
ー

政府の 政策と移民の 要求と の髄齢を明らかに した い ｡
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政府 がア メ リカ ン ･

ア ク シ ョ ン計画におい て主たる資金提供先と して見な した ハ ン ガリ ー

系移

民の か レヴァ ン派教会は ､ こ の政策によ っ て分裂を余儀なくされた｡ 1 9 0 4 年 ハ ンガリ ー

の か レヴ

ア ン派教会大主教が合衆国の ハ ン ガ リ ー 系 プ ロ テ ス タ ン ト教会 の聖職者数名と会談 し､ ハ ン ガ リ

ー の教会 へ の帰属 を求 めたo そ の 結果 ､ 同年1 0 月合衆国にお い て ハ ン ガ リ ー

カ ル ヴァ ン派教会教

区が設立された｡ しか し
､ 間もなく中心 とな っ た聖職者間の 対立が生 じ､ 教会は ハ ンガ リ ー へ の

合流派 ､ 非合流派 ､ 長老派教会に分裂 した (2
9)
0

ハ ンガリ + 系移民の居住区におい て教会信徒団が組織され ､ 教会堂建設を達成す る と ､ 次の 目

標は マ ジャ ー ル 語学校の設置とな っ た. マ ジ ャ ー ル 語学校は ､ 教会や信徒団に よっ て 運営され ､

移民の 子供が マ ジャ ー ル 語 ､ ハ ン ガ リ ー 文化を学ぶ揚 とな っ たo 合衆国にお ける初 の 全 日制の マ

ジャ
ー

ル 語学校は ､
1 8 9 3 年 に クリ -

グラン ドの ハ ン ガ リ ー

系 ロ ー マ ･

カ トリ ッ ク教会内に設置さ

れたo こ の学校を含めて ､ 全日制 の マ ジ ャ ー ル語学校では英語 の授業も行われ ､ 二カ 国語学校と

して機能 して いたo カ ル ヴァ ン 派教会学校に つ い ては ､ 前述 したように三派 - の分裂に よ っ て 各

教会の 規模が縮小 した こ とか ら､ 全 日制の 学校の運営は より困難で あっ た｡ か レヴァ ン派教会学

校の多くは ､ 全 日制よりむ しろ ､ ア メリカ の パ ブリ ッ ク ･ ス ク
ー ル が休み となる週末や夏期休暇

中に 開講された(3 0) 0

次 に ､ マ ジ ャ
ー ル語学校が実際 どの ように運営されて い たの か コ ネテ ィカ ッ ト州 ブリ ッ ジポ ー

ト(31) の例か ら見て み よう
`32'

o ブリ ッ ジポ ー トの ハ ン ガリ
ー

系 ロ ー

マ
･

カ トリ ッ ク教会信徒団の

二カ 国語学校は ､ 2 0 鳩 の 生徒を有 し､ 英語教師で ある フ ラ ン ス 人修道女に運営が委ねられて い

たo マ ジャ ー ル 語教師は ､ マ ジャ - ル 語 の読み書き ､ 歴史をキ ッ シ ュ ･ ア
ー

ロ ン
(33)
『ハ ン ガリ

ー

史』 ､ ガ - シ ュ パ ー ル 舶 の読本に よ っ て教えて い た｡ カ ル ヴァ ン 派教会に つ い て は､ 合流派 ､

非合流派各々 が マ ジャ
ー ル 語学校を開講 して い た｡ 合流派教会学校は ､ 2 5 名か ら3 0 名 の生徒を有

し､ 週 3 回夜 2 時間､ マ ジャ
ー

ル語 の読み 書き､ 宗教､ 神学､ 歴史､ 地理 の授業を行 っ て いた｡

非合流派学校は､ より規模が大きく ､ カ トリ ッ ク教徒4 3名 ､ ユ ダヤ教徒 7 名を含む2 5 鳩 の 生徒

を有 してい た
(3 5)

o 合涜派 と同様､ 週 3 回 2 時間､ 読み書き ､ 神学､ 歴史､ 地理 の授業が牧師､

牧師補以外にも ､ 聖歌隊合唱指揮者兼教師に よ っ て行われた｡ 教科書は ド -

ツイ
(36)
『A B C 』 ､

ジ ェ ル チャ ー ン フイ
(37) -

キ ッ シ ュ
ー

ラ コ
-

『A B C 』 ､ シ ンネイ ･ ヨ ー ジ ェ フ (38) の読本が使用

されて い たム

マ ジャ ー ル語学校の運営資金 に つ い ては ､ オ ハ イオ州サ ウス ･

ロ レ ー ン の ハ ンガリ ー

系ロ
ー

マ ･

カ トリ ッ ク教会二 カ国語学校の 例を見て みよう
(39)

o マ ジャ
ー ル 語教師は ハ ンガリ ー 政凧 こより
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派遣 されており ､ そ の 給与も - ン ガ リ ー 政府 に より
.
支払われ て いた(

4 0)
o 問題 とな っ た の は英語

教師 - の支払 い であ っ た . 英語教師の給与3 0 ドル は ､ 信徒団が1 8 ドル ､ 残 りを生徒の親が子供
一

人に つ き5 0 セ ン ト､ 二人 に つ き7 5 セ ン トを負担 して い た｡ より早く 目的とする蓄財を達成するた

めに ､ 授業料を負担す る教区学校よ りも ､ む しろ授業料が無料となる パ ブ リ ッ ク ･ ス ク
ー ル に 子

供を通わせ る こ とを選択する親 も少なく は なか っ た ｡ また ､ パ ブリ ッ ク ･

ス ク ー ル の 選択は ､ 経

済的事情によ るだけで はなか っ た｡ 両親共 に マ ジャ
ー

ル 語を母語とす る場合 ､ 家庭語 は マ ジャ
ー

ル語 が使用されて いた ｡ それ故 ､ ア メリカ における 生活上 の 必要性 か らも ､ 子供が英語を学ぶ こ

と は不可欠で ある と考えられて い たo さらに ､ 英語を学ぶ機会 の ない親に子供が英語 を教え､ 読

み聞 か せるため にも子 供の 英語 の習得は好 ま しい も の と見なされた｡ 多く の親が マ ジ ャ ー ル語学

校に求めたもの は ､ 彼 らの 価値観の 中心 となる聖書と教義問答を子供が マ ジャ ー ル 語 に よ っ て学

ぶこ とであっ た
川'

｡

第 2 節 マ ジャ ー ル語新聞

ア メリカン ･ アク シ ョ ン 計画 にお いて ､ 合衆国の マ ジャ
ー ル 語新聞の 中でも最も有力 な資金提

供先と して選定された の は ､ オ ハ イ オ州 クリ -

ヴラ ン ドにお い て発行されて い た 『自由(S z ab a d ,

s 転)』 紙であ っ た ｡ 『自由』 紙は ､ コ ハ
- ニ ･ テ ィ ヴァ ダル編集長の 下､ ハ ン ガ リ ー 系移民の名

士 ､ 政治リ ー ダ ー の融資 によ っ て1 8 9 1 年に第 1 号が発行され た
(4 2)

｡
こ の 新聞は 当初過 1 回 の発

行で あ っ たため ､ 日刊紙にする た めの 資金提供がア メ リカ ン ･ ア ク ショ ン に よ っ て捷案されたo

編集長 コ ハ
- ニ に は ハ ン ガリ ー

政府 ､ 教会が派遣する聖職者や教師の 活動を後押 しする役割を求

めた ｡ そ して ､ 同紙を合衆国の ハ ン ガリ
ー 系疾病援助協会連合の機関誌に し､ 移民 - の影響力 を

拡大 させ る計画が構想された(
4 3)
o

し か し, 実際には ､
ハ ンガ リ ー 政府 の意図は実現される こ とは なか っ た｡ 『自由』 紙 の編集長

コ ハ - ニ は ､ ハ ン ガリ ー 独立発との 繋がりを強め ､ 1 9 0 2 年にク リ
-

グラ ン ドに建設された コ シ ュ

ー ト像建設連動におい て中心的な役割を果た した｡ そ して ､ 1 9 0 6 年 ハ ン ガリ
ー

の政治危機の 際に

は ､ 合衆国の ハ ンガリ
ー

系移民に 向けて 野党支持 の論陣を張 っ た｡ そ の後 ､ 『自由』 紙 は1 9 0 8 年

に日刊紙になり ､ 合衆国最大 の マ ジャ
ー ル 語新聞 - と発展 した

(44)
o

合衆国の マ ジ ャ ー ル語新聞は ､ 当初 ハ ン ガリ
ー

系移民団体の 活動情報､ 故郷の 消息､ ハ ンガリ

ー

やア メリカ の 出来事 を報じる 媒体と して 開始されたo しか し､ 1 9 1 0 年代以降､ 多くの 新聞柱移

民に市民権の取得を促 し ､ サ メ リカ ニ ゼ
-

シ ョ ン を推進する媒体とな っ たo
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ア メ リカ ン
･ ア ク シ ョ ン は ､ 教会 ､

マ ジャ
ー ル語学校 ､

マ ジャ ー ル語新聞に対 して効果的な影

響力を及ぼすこ とはで きなか っ た｡ 移民に と っ て の 選択は
､
ハ ン ガ リ

ー

と ア メ リカ の 二者択
一

で

はなか っ た｡ 合衆国の ハ ン ガ リ
ー

系カ ル ヴァ ン派教会は ､ ハ ン ガ リ
ー

教会 - の 合流派 ､ 非合流派 ､

長老派教会 の 三派に分裂した ｡ マ ジ ャ ー ル語学校にお いて ､
マ ジャ

ー ル 語と英語 の選択は ､ ｢ 愛

国心+ からでは なく ､ 信仰､ 言語 ､ 文化を含む習俗と生活上 の 戦略に よ るもの であ っ た｡ マ ジャ

ー ル語新聞は ､ 移民と移民 コ ミ ュ ニ テ ィ ､ 故郷､ ハ ン ガリ ー 社会 ､ ア メ リカ 社会と を繋い で い た｡

第 3 節 帰国 しない理由

1 9 0 8 年 ワ シ ン トン の オ ー ス トリア ･ ハ ン ガリ ー 帝国総領事館参事官ア ム ブ ロ ー ジは
､ 帝国外務

省か らア メリカ ン ･ ア ク シ ョ ン の 成果､ 影響の調査依頼を受けた｡ 本節で は ､ 合衆国 - 移住した

移民がア メ リカ を選択 した理 由をア ム ブ ロ ー ジの報告を通 して分析 したい (
4 5)
0

ア ム ブ ロ ー ジは ハ ン ガリ ー

系移民の 各居住地を訪問 し､ 移民諸団体､ 教会 ､ サ ロ ン (居酒屋)

にお い てイ ン タ ヴュ
ー を行い ､ 合衆国における移民の 生活状況 と帰国 しない 理 由を尋 ねた｡ アム

ブロ ー ジは ､ 移民が帰 国 しない理由として経済的要因 ､ ハ ンガリ
ー

社会 ･ 行政 へ の批判､ 家庭の

事情の 三点を挙げて い る｡

経済的要因と して ､ まず アメリカ とハ ン ガ リ
ー

における貸金格差 ､ 物価 と生活水準 の相違を指

摘 して い る｡ ハ ンガリ ー 南部テ メ シ ュ 県 の勤続2 5 年 の農業労働者の 年収が現金2 5 0 コ ロ ナと5 2 0 コ

ロ ナ分の 現物支給に対 して ､ 合衆国の非熟練労働者の年収は3 9 0 ドル (1 9 5 0 コ ロ ナ) であり ､ 約2 .

5 倍 ､ 現金 の み の 比較で は7 . 8 倍にもなる ｡ しかも ､ アメリカ における食品 ･

日用品の 物価は ハ ン

ガリ ー と比 べ て安い上 ､ より高 い生活水準を享受す る ことが可能で あっ た. アメリカ におい ては ､

炭鉱労働者で あ っ ても蓄財を達成すれば､ 中産階級並みの 住居 とより文化的生活を享受 し得た｡

次に ､ 蓄財の未達成も帰国を思い 留まらせる理由とな っ た｡ 職場 で の事故に よる怪我や病気 ､

長期に渡る失業､ ある い は過度の飲酒 ､ 賭博は ､ 蓄財を阻む こ とにな っ たo また､ 目標 とす る蓄

財を果た し､ 帰国 して も ハ ンガリ ー におい て はそ の 資金を活用する手段が限定されて い たo 移民

によ っ て 蓄財 した資金 臥 主と して 土地の 獲得､ 家の新 ･ 改築に利用されたが ､ ハ ン ガリ
ー

にお

ける起業の困難さと して次の ような例が報告されて い る｡ ある移民が蓄財復帰国 し､ 煙草売買権

を取得 して雑貨店を開い たが､ 高い税金と信用取引を強い られたこ とか ら数年で倒産 し､ 再度ア

メ リカ - 戻 っ た｡

移民 の 多く は ､ ハ ン ガリ
ー

の社会制度､ 行政機関を批判 し､ アメ リカ にお ける環蒙の方がより
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良い 社会 的地位を享受可能で ある と見て い るo ハ ンガリ
ー 社会 - の批判 ほ ､

地方行政官である郡

長､
地方 の 支配層に対す る嫌悪感 と して 現れて い る ｡ 合衆国にお い て は ､ 日雇 い ､ 週雇 い の 非熟

練労働者であ っ て も､ 相 互に ミ ス タ
ー と敬称 を付 して 呼び合う｡ 雇用 主の 指示 で はなく ､ 自らの

選択 に より残業 の選択が可能な点 か らも､ ア メ リカ にお いて は ､ よ り民主的で ｢ 自由な+ 生活 ､

労働環境を享受して い る と謬鼓されて い る .

最後に ､ 家族の事情が帰国を阻む理由と して挙げられ る｡ 集団移民は ､ 圧倒的多数が当初 ､ 単

身で合衆国を訪れ るが ､ 家族に とっ て より効率的な蓄財を進め るため に ､ 稼ぎ手となる妻､ 兄弟 ､

姉妹を呼び寄せ る｡ そ して ､ 家族 の成員の 大半が移る と両親もア メリカ に呼 び寄せ られ ､ 親近着

金員 が故郷 を離れ るこ とに よ っ て敏郷と の 鮮も弱ま る｡ また､ 両親が帰国を計画 して も ､ ア メ リ

カ で育っ たため マ ジャ
ー

ル語が不自由な子供が ､
ハ ン ガリ ー の 環境に馴染めず帰国を思 い とどま

る例が見られた｡

以上アム ブ ロ ー ジの報告 か らは ､ ハ ン ガリ
ー

に帰国 しない理 由が経済的な要因 の み でない こ と

が導き出せ る ｡ 生活水準 の 上昇は ､ より文化的な生活を享受する機会を開い た ｡ 移氏コ ミ ュ ニ テ

ィ の 各種文化活動 ､ 自己啓発活動団体 - の参加は ､
ハ ン ガリ ー におい て は果たす こ とが出来なか

っ た充実 した余暇時間と社交､ 学習の機会をもたら した｡ 移民の相互扶助組織におい ては ､ ハ ン

ガリ ー では未経験 の な い 組織者 と して の役割 を果たす機会も生 じた｡ また ､ 工業労働者とい う労

働形態 と雇用関係は ､ より ｢自由で+ 民主的な人的関係を享受 して い る と い う認識を生ん だ｡ ま

た ､ 彼らが移民に 求めた最大の 目的は蓄財 にあっ たが ､ それは家族経済を基盤 に置い て い た｡ ハ

ン ガリ ー
へ の帰国 ､

ある い は合衆国にお ける定住とい う選択 におい て ､ 家族 の事情は 看過でき な

い要 因であっ た ｡

結論･

1 9 世紀後半 ハ ン ガリ
ー 王国にお い て ､ 諸県 ､ 大土地所有者層､ 経済界の利益代表組織 ､ 各政党

･

政治集団によ る移民を巡 る議論は ､ 社会階層間の 対立と国民形成の意図を浮上させ ､ 社会構造
-

の批判 - と至 っ た ｡ 1 9 0 3 年に制定きれた移民法は ､ 国会における議論に比 して ､ 妥協的な対策を

講 じる の に留ま っ た｡ ハ ンガリ
ー 化政策に よる国内 マ ジャ

ー

ル 語母語人 口維持 を重要課題する政

府虹 もう 一

つ の移民政策であるアメ
1) カ ン ･ アク シ ョ ン を極秘に立案 し､ 合衆国の移民に対 し

働きかけを行っ た ｡

一

方､ 合衆国の移民ほ , 異なる労働形態 ･ 雇用 関係､ 生活環境にお い て ､ 新たな意識を身に つ
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け始 めて い た ｡ ア メリ カにおい て獲得 した経験は ､
ハ ンガリ ー 社会 - の再適応 を時と して 困難に

した ｡ 彼 らの 選択基準 は ､
ハ ン ガリ ー 政府が危慎 したア メ リカ ､

ハ ン ガリ ー という 二者択
一

で ほ

なか っ た ｡ 移民ほ ､ 家族 ､ 職場 ､ 移民 コ ミ ュ ニ テ ィ ､ 故郷 ､ ハ ンガリ ー 社会 ､ ア メ リカ社会と い

う多様な関係性の 中におい て ､ 習俗と生活上 の戦略に よ っ て選択を行 っ て い たo

4 1



= }
1 8 7 1 年 か ら1 9 1 3 年 ま で の ハ ン ガ リ

ー か ら ア メ リ カ 合衆 国 ヘ の 移 民 は ､ 出 航 港

に お け る 統 計 に よ る と 3 , 6 4 3 , 3 7 1 人 ､ 合衆 国 の 入 国 管理 局 に よ る と3 , 2 7 8 , 7 5 0 人 と

さ れ て い る ｡ こ の 中 に は 数 度 に 渡 り移 民 を 繰 り 返 し た 者 も 延 べ 数 と し て 加算 さ れ

て い る ｡ ハ ン ガ リ ー か ら 合 衆 国 ヘ の 移 住者 数 は1 0 0 万 人 か ら 1 3 0 万 人 程 度 と 見 積も

られ る ｡ F e r e n c z i , I 良 W i l l c o x , 臥 F . , I n t e F D a t l
'

0 - 1 M 1
'

g r a t l
'

o D S , Ⅰ , N e w Y o r k ,

1 9 之9 . A m a g y a r S Z e D t k o I
･

O D a O I
･

S Z a
,

g a )
'

D a k k l F a D d o r l a
'

s a 虐s F l
'

s s z a F 如 d o r l a s -

a 1 8 9 9 - J 9 1 3[ 以 下 姐S K 6 7 と 略】, M a g y a r K i r a l y K a z p o n t i S t a t
i s z t i k a i E i v a t a l ,

B u d a p e s t , 1 9 1 8 , ( 舶 g y a r S t a t i s z t i k a i K 6 z l e m 6 n y e k
ロJ

'

S o r o z a t 67 ･ ) ･ Ⅰ ･ T ･ ベ レ

ン ド & G . ラ
ー ン キ ､ 南 塚 信 吾 監 訳 『 東 欧 経済 史 』 中 央 大 学 出版 部 ､

1 9 8 7 年 ｡

( 2 '
例 え ば ､

T h i r r i n g G u s z t a v , A f e l v i d 軸 i k i v a n d o r l a s h a 七色s a
n 6 p e s e d 6 s 伽 -

k r e , B u d a p e s t l
-

S z e m l e , 1 8 9 3 ･

･ 3 )
p u s k 点s J u l i a n n a , K l

･

v
r

血 d o r l ∂ m a g y a r o k a z E y e s O l t A
'

l l a m o k b a D
J

1 8 8 0
-

1 9 4 0 ･

B u d a p e s t , 1 9 8 之, p p . ヱ6 0
- 2 6 4 ･

･ 4 ,
T e z l a , A l b e r t ( s z e r k . ) ,

〟

v a j a b o l t d l m e s e o r s z a g b a D ･ ･ ･

”

A z a m e L
-

1

'

k a s m a -

g y a r o k 1 8 9 5
- 1 92 0 , Ⅱ , p p . 2 6 l

-

3 4 6 ･

( 5 ) 姐S K 6 7
,
o p c l

'

t . , p p . 2 6
-

3 1 .

( 6 )
p u s k 畠s , o p c l

.

i . , P p . 9 8
- 1 0 1 .

･ T ,
ハ ン ガ リ

ー 王 国 か ら の 移 民 が ア メ リ カ 合 衆 国 に お い て ､
エ ス ニ ッ ク 集 団 を 形

成 し た 過程 に つ い て ほ 拙 稿 を 参照 さ れ た い ｡ 山本 明 代 ｢ ア メ リ カ 合 衆 国 に お け る

ハ ン ガリ ー 系 エ ス ニ ッ ク 集 団 の 形 成 と コ シ ュ
ー ト像 建 設 運 動 + 『 ス ラ ヴ 研 究 』 第

4 5 号 ､
1 9 9 8 年 3 月 ｡

( 8 )
F e r e n c z i 良 W i l l c o x , o p c l

･

t . , p p ･ 4 6 0
- 4 7 0 ･ 姐S K 6 7 , o p c l

'

t ･ , 4 6 t 畠b l a ･

1 9 0 0 年 ハ ン ガ リ
ー の 人 口統 計 ( ク ロ ア チ ア

ー ス ラ ヴ オ ニ ア を 含 む) に よ る と ､

各 母 語 人 口 の 割 合 は 以 下 の 通 り で あ る ｡ マ ジ ャ
ー ル 語 4 5 ･ 4 % ､

ル
ー マ ニ
･ア 語 1 4

･

6 % ､ ドイ ツ 語 1 1 . 1 % ､
ス ロ ヴ ァ キ ア 語 1 0 ･ 5 % ､ ク ロ ア チ ア 語 8 ･ 7 %

､
セ ル ビ ア 請

5 . 5 %
､
Jレ テ ニ ア 語∑. 2 % ､ そ の 他2 ･ 0 % ｡

A m a g y a r k o r o D a O r S Z a g a l D a
k 1 9 0 0 き 一

心1
･

D 6 p s z a m l a
-

1 貞s a , [ 以下 跳 1 9 0 0 と 略】 A 舶 g y a r K i r 畠I y
K 6 z p o n t i S t a t i s z t i k a i

Ⅱi v a t a l , B u d a p e s t , 1 9 0 2 , p . 2 3 ･
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` 9 〉
p u s k 畠s , o p . c l

'

f .

, p p . 7 卜 8 3 .

= D )
o r s z a g g y b

J

l a s ･ g 6 p t
,

l
'

s e l b
'

b a z l
･

N a p 1 6 , 冨ⅠI I , p . 9 3 .

` 1 l ''
A k i v 畠n d o r l 畠s i 臼邑y n 6 k s さg e k r 6 l ･ 1 8 8 1

.
富Ⅹ貰Ⅴ = l . t c

. H a g F a l
･

T ∂z
･

t ･
r 6 D F t d r , 1 8 8

1 , B u d a p e s t , 1 8 9 6 , p p ･ 1 65 - 1 6 7 ･ こ の 法 令 が 有 効性 を 持 ち 得 な か っ た こ と は ､ 斡旋

人 の 手 引 き に よ っ て 移 民 した と い う 数多 く の 証言 に よ っ て 明 ら か で あ る ｡ 例 え ば ､

ア シ ェ カ ー シ ュ に よ る イ ン タ ヴ ュ ー を 参 軌 p u s k 畠s , o p c l
･

f ･

, p p ･ 5 5 1 T 5 7 9 ･ を 参 軌

( 1
r
i '
p u s k 畠s , o p . c l

'

t . , P . 1 3 ヱ.

( 1 3 '

全 国 ハ ン ガ リ - 経 済 協会 は ､ 1 9 02 年 5 月3 1 日 ､
6 月 1 日 ミ シ ュ コ ル ツ に お い

て ｢ 上 部 地 方移 民 大 会 + ､ 6 月三8 日 ､
2 9 日 シ オ フ オ ク に お い て ｢ ト ラ ン ス ダ ニ ュ

- ブ 地方 移 民 大 会 + ､ 8 月1 1 日 ､
1 2 日 チ ー ク ト ウ シ ュ ナ ー

ド ( 現 ル ー マ ニ ア ) に

お い て ｢ セ - ケ イ 人 大 会 + ､ 最 後 に 9 月 9 日 ､
1 0 日 ポ ジ ョ ニ ( 現 ス ロ ヴ ァ キ ア の

ブ ラ チ ス ラ バ ) に お い て ｢ 閉 会 大 会 + を 開 催 し た ｡

` 1 4 )
p u s k 畠s , o p . c l

'

t .
, p . 1 4 7 .

i - 5 )
o z

I

S Z a g g Y b
'

1 6 s . E 6 p F 1
'

s e 1 6
J

舶 z l
'

N a p l ∂, Ⅹ, p p . 6 1
-

1 Z 8 .

( 1 6 )
H u s z a d l

'

k S z a z a d , 1 9 0 4 , 6 . j d l . 3 0 .

` 1 7 )
N 軸 s z a F a , 1 9 0 ヱ, J 血 i u s 5 . , n o v e m b e r 8 . 移民 法 に 関す る 議 論 ほ ､

N a p s z a v
r

a
.

1 9 0 2 , d e c e m b e r 2 .

( 1 S )
B o l g 畠r E l e k , A k i v a n d o r l 畠s , H u s z a d l k S z d z a d , 1 9 0 8 , p p . 4 93 - 4 9 9 .

( l g )
移 民 法 審議 に 関 する 国会 に お け る 議 論 に つ い て ほ ､

O J
I

S Z 占g g y b
'

1 占s . E 6 p F j s e
-

1 i
t

b a
'

z l
'

N a p 1 6 , 冨, p p . 8 0
-

l o o .

( 2 0 )
T らr v 6 n y c z i k k a k i v 畠n d o r l 畠s r 6

7

l , 1 9 0 3 , I V , t c , u a g y a I
･

T ∂z
･

y 6 n y f a
l

z
･

, 1 9 03 , B u
-

d a p e s t , p p . 4 5 - 6 9 .

( 2 1 )
そ れ ま で 北 東 部か ら の 移民 は ､

ドイ ツ の ハ ン ブ ル ク ､
ブ レ ー メ ン ( プ レ ー

メ

ル ハ ー フ ェ ン) か ら 出 航 し て い た ｡

( 2 2 )
p u s k a s

,
o p . c l

'

モ.
, p . 1 3 5 .

( 2 3 }
K e m 6 n y G . G畠b o r ( s z e r k . ) , J I

･

a t O k a n e m z e f l
･

s 6 g k 6 z
･

d 占s f ∂z
･

モ6 D e t
r
6 b e z M a -

g y a r o r s z a
'

g o D m 1 9 0 0
-

1 9 0 3 , B u d a p e s t , 1 9 6 4 , p p . 5 1 9
-

5 2 4 .

( 2 4 )
マ ジ ャ ー ル 語母 語人 口 が 全 人 口 に 占め る 割合 は ( ク ロ ア チ ア ー ス ラ ヴ ォ ニ ア

を 除く) .
1 8 9 0 年 8 . 5 % ､

1 9 0 0 年5 1 . 4 % ｡
舶 1 9 O O , o p c l

'

t
‥ p . 呈3 .

( 2 5 )
同 時期 ､

ハ ン ガ リ ー 王 国か ら ル ー マ ニ ア ヘ の 移 民 に 関 し て ､
ア メ リ カ ン ･ ア
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ク シ ョ ン と 賛 似 の 政 策 が 執 ら れ て い た ｡

' 巳 6 )
元 来 ほ 東 方 正 毅 会 に 属 し て い た が ､ 典 礼形 式 を 維 持 し つ つ ロ

ー

マ
･ カ ト リ ッ

ク 教 皇 の 首 位 権 を 認 め ､ 服属 し た ｡ 1 6 世 紀 末 に ル テ ニ ア ､
ウ ク ラ イ ナ 正 教 会 が 服

属 し て い る ｡ ギ リ シ ア
･ カ ト リ ッ ク と も 呼 ば れ る ｡

芭 2 7 )
詑 遣教 師 の 給 与 ほ ､ 基 本 給 1 , 0 0 0 コ ロ ナ に 1 , 5 0 0 コ ロ ナ の 補 助 金 ､

5 年 後 に は

さ ら に5 0 0 コ ロ ナ が 加 算 さ れ た ｡
T e z l a , o p c l 壬 . , p ･ 2 7 9 ･

( 2 8 )
p u s k a s , o p . c l

'

モ.
, p . 之6 5 .

( 望 9 )
I b l

'

d .
, p p . 2 6 4

- ヱ6 5 .

( 3 0 )
I b l

'

d . , p p . 2 7 4
-

Z 7 9 .

( 3 1 '
ブ リ ッ ジ ポ ー ト ほ

､
コ ネ テ ィ カ ッ ト州 南西 部 に 位置 し ､

ロ ン グ ア イ ラ ン ド海

峡 に 臨む 海 港 を 有す る 工 業 都 市 ｡ 1 9 0 0 年 人 口 統 計 に よ る と ､
プ リ ､

ア ジ ポ ー ト 市 の

人 口 7 0 , 9 9 6 中 ､
6 . 5 % の 4 , 6 Z 4 人 が ハ ン ガ リ

ー 系 住 民 人 口 で あ り ､ そ の 内 ア メ リ カ

生 ま れ が 3 1 . 4 % を 占 め て い た . 1 9 0 8 年 ア ム ブ ロ
ー ジ の 報 告 に よ る と ､

ハ ン ガ リ ー

系 住 民 人 口 ほ ､ 約 1 0 , 0 0 0 人 ｡ 舶 g y a r O r s z 如 o s L e v 6 1 t a r F i l m t a r , 1 4i 9 6 Ⅲ 4 1/

o L K 2 6 1 9 0 4
- Ⅹ I X - 1 0 6 6 - A z a 皿 e r i k a i m a g y a r o k s t a t i s z t i k 畠j a , p ･ 9 6 ･ T e z l a , o p

c j t . , I , p . 3 8 5 .

' 3 2 '
ブ リ ッ ジ ポ ー ト の 学 校 に つ い て ほ I b l

'

d , p p . 3 8 5
-

3 8 6 ･ に よ る ｡

( 3 3 '
キ ッ シ ュ

･

ア
ー ロ ン ( E i s s År o n ) (1 8 4 5

-

1 9 0 8) 教 育 者 ､ 教 科 書 執筆 者 ｡ 1 8 7 0

年 ナ ジ ケ
- レ シ ュ の * )レ ヴ ァ ン 舵 教 師養 成 学校 校 長 ､

1 8 7 5 年 ブ ダ ぺ ス ト の 国立 市

民 学 校敦 師養 成 学 校 教 師 ､
1 8 9 9 年 同校 長 ｡ 数 多く の 教 科 書 を 執 筆 ｡ E e n y e r e s Åg -

n e s ( f 6 s z e r k .) , M a g y a r 占1 e t r a j z j l e x l
'

k o D , Ⅰ ,
B u d a p e s t , p ･ 9 ヱ4 ･

･ 3 4 ,
ガ - シ ュ パ

ー

ル
･ ヤ ー ノ シ ュ ( G畠s p 畠r J点n o s) ( 1 8 1 6

-

1 9 8 2) 教 育者 ､
1 8 4 1 年 か

ら 4 4 年 ベ ル リ ン 大 学 に お い て 教 育 学 を 学 ぶ ｡ 1 8 5 6 年 か ら 1 8 6 8 年 ナ ジ ェ ニ ェ ド に お

い て カ ル ヴ ァ ン 波 高 等学 校教 師 ､
教 師 養 成 学校 校 長 ｡ 多く の 小学 校 用 教 科書 を 執

i . I b l
'

d . , I , p . 5 7 5 .

( 3 5 )
7 0 名 か ら 8 0 名 の 園 児 を 有 す る 保育 園 も 併設 し て い た ｡

･ 3 6 ,
ド -

ツ イ
･ ゲ デ オ ン ( D 6 c z y G e d e o n) ( 1 8 3 ヱ

ー

1 9 1 1) 教 師 ､ 婦 女 子 教 育 の パ イ オ

ニ ア ｡ 1 8 5 9 年 ミ シ ュ コ ル ツ の 女 学 校校 長 ､
1 8 7 4 年 デ ブ レ ツ ェ ン の か レヴ ァ ン 派高

等 女学 校 校 長 ｡ 多く の 教 科 書 ､ 教 育 書 を 執 筆 ｡ K e n y e r e s , o p c l t ･ ･ Ⅰ , p ･ 3 8 4

･ 3 7 , ジ ェ ル チ ャ ー ン フ イ ･ イ シ ュ ト ヴ ァ - ン ( G y e r t y a n f f y l s t v a n) ( 1 8 3 4
- 1 9 3 0)
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教 師 ､ 教 科 書 執筆 者 ｡ 1 8 6 9 年 ス イ ス に お い て 教 育 学 を 学 ぶ o 1 8 7 0 年 に ほ セ
- ケイ

ケ レ ス ト ウ
- リ ､

1 8 7 3 年 に ほ ブ ダ の 教 師 養 成 学 校 校長 o
l b i d . , Ⅰ , p 暮 6 3 8

{ 3 § )

シ ン ネ イ ･ ヨ - ジ ェ フ ( S z i rl rl y e i J 6 z s e f ) ( 1 8 5 7
-

1 9 4 3) 言 語学 者 ､ 大 学 敦師 ､

ハ ン ガリ ー 科 学 ア カ デ ミ
ー 会 員 o

l b l
.

d . , Ⅱ , p . 7 8 4 .

も 3 g ' サ ウ ス ･

ロ レ ー ン の 学校 に つ い て は T e z l a , o p c l t . , Ⅰ , p p . 3 9 卜3 9 2 .

= o '

政 府 に よ る 教 師 詑 遣 ほ ､ 生 徒 数5 0 名 以上 の 学 校 が 対 象 と さ れ た ｡

” 1 )
T e z l a , o p c l

'

t . , P . 3 9 4 .

( 4 2 )
㌣a p p , s u s a n , H u D g a Z

･

1

'

a D A m e I
･

1
'

c a D S a n d t h e l
'

L
･

C o m m Lt D l
'

t j e s o f C l e v e l a n d ,

C l e v e l a n d , 1 9 8 1 , p p . 1 75
- 17 6 .

( 4 3 )
T e z l a , o p c l

'

t .
,
Ⅱ , P p . 3 0 6

1 3 0 7 .

( 4 4 )

p u s k 畠s , o p c l
'

t . , p P . Z 9 呈一 三9 3 .

( 4 5 )
ア ム ブ ロ ー ジの 報 告 書 の 内容 は T e z l a , o p c l

'

t . , 丑 , p p . 3 7 4
- 4 0 4 ･ に よ る ｡
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